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令和６年１２月議会臨時会

会議の顛末

（本会議 １２月２３日）

議長（山根政彦）

皆さんこんにちは。

ただいまの出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、令和６年第７

回若桜町議会臨時会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

日程第１

「会議録署名議員の指名」を行います。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第

１２５条の規定により、議長において、森田

二郎議員、谷口貴議員を指名します。

日程第２

「会期の決定について」を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日１日限りとしたい

と思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、会期は本日１日限りとするこ

とに決定しました。

日程第３

議案第９１号 令和６年度若桜町一般会計補

正予算（第６号）、議案第９２号 令和６年度

若桜町介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）、議案第９３号 令和６年度若桜町簡易水

道事業会計補正予算（第４号）を一括して議

題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

はじめに、議案第９１号 令和６年度若桜町

一般会計補正予算について、でございますが、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５，３

７８万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を４７億８，３０７万６千円とするものでご

ざいます。

歳入の概要についてご説明いたします。

国庫支出金では、物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金１，６７４万円を、県支出

金では、鳥取県物価高騰に係る生活困窮世帯

支援事業補助金７万７千円を、繰入金では、

財政調整基金繰入金３，６９６万８千円をそ

れぞれ追加いたしました。

次に、歳出の主なものについてご説明いた

します。

民生費では、低所得世帯への生活支援を行

う住民税非課税世帯給付金事業に１，６６６

万円を、生活困窮世帯に対し生活支援を行う

物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業に１５

万９千円を、衛生費では、簡易水道会計繰出

金８８万７千円をそれぞれ追加しております。

また、人事院勧告に基づく給与改定に伴う

人件費等を各科目において合計３，５９７万

４千円を追加しております。

続きまして、議案第９２号 令和６年度若桜

町介護保険事業特別会計補正予算について、

でございますが、歳入歳出予算の総額につき

ましては変更ございません。

歳出予算では、一般会計と同様に人事院勧

告に基づく給与改定に伴う人件費を各科目に

おいて合計１６万７千円を追加しており、予

備費において歳入歳出総額の調整を行うため、

１６万７千円を減額しております。

続きまして、議案第９３号 令和６年度若桜

町簡易水道事業会計補正予算について、でご

ざいますが、収益的収入では、営業外収益と

して一般会計から繰入金を、収益的支出では、

営業費用として人事院勧告に基づく給与改定

に伴う人件費をそれぞれ８８万７千円増額し

ております。



以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

日程第４

議案第９４号 若桜町特別職の職員の給与及

び旅費に関する条例の一部改正について、議

案第９５号 若桜町職員の給与に関する条例の

一部改正について、を一括して議題とします。

提案理由の説明を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

それでは、ただいま議題となりました議案

につきまして、提案理由をご説明いたします。

はじめに、議案第９４号 若桜町特別職の職

員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に

ついて、でございますが、これは、本年８月

８日の人事院勧告に基づく特別職の国家公務

員の給与改定に準じて、期末手当の支給月数

を０．０５月引き上げるため、所要の改正を

行うものでございます。

続きまして、議案第９５号 若桜町職員の給

与に関する条例の一部改正について、でござ

いますが、これは、議案第９４号と同様に、

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に

準じて、給料表及び期末・勤勉手当支給月数

を改定することに伴い、所要の改正を行うも

のでございます。

以上でございます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。

議長（山根政彦）

これより質疑に入ります。

質疑は一括して行います。

質疑はありませんか。

４番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

議案第９４号でございますが、特別職の職

員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に

ついてでありますが、人事院勧告に基づいて

という説明でありました。

私の認識では、人事院勧告は、一般職を対

象としたものだと認識しておりますが、この

たび特別職ということでありますので、その

辺は町長の考えをお聞かせ願いたいと思いま

す。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

人事院勧告は国家公務員の一般職を対象に

したものということでございますけれども、

これまでの慣例もございまして、それに準じ

て特別職についても、同様に対応しておると

いうことがございますので、このたびご提案

を差し上げたということでございます。

詳細につきましては、総務課長の方からお

答えさせていただきます。

議長（山根政彦）

総務課長。

総務課長（山口由企夫）

はい。総務課山口でございます。

特別職の給与及び旅費に関する条例の一部

改正について、ということでございますけれ

ども、特別職におかれましても国家公務員の

給与勧告の対象というふうに認識をしており

ますので、本町の特別職においても、適応と

いうことで考えておるところでございます。

以上です。

議長（山根政彦）



ほかに質疑はありませんか。

４番、山本安雄議員。

議員（山本安雄）

私の認識不足かもしれませんが、この対象

となっているというものは何を見れば確認で

きましょうか。

議長（山根政彦）

答弁を求めます。上川町長。

町長（上川元張）

担当の総務課長の方からお答え申し上げま

す。

議長（山根政彦）

総務課長。

総務課長（山口由企夫）

はい、総務課山口でございます。

先ほどの山本議員のご質問でございますけ

れども、今私の手元にこういった資料がござ

います。

この内訳といたしまして、これにございま

すとおり国家公務員の中には一般職、または

特別職、というような方が含まれるというこ

とでございますので、それに基づいて、特別

職も給与勧告の対象だというふうに思ってご

ざいます。

議長（山根政彦）

ほかに質疑はありませんか。

暫時休憩します。

  午後 １時５５分  休 憩

（全員協議室において詳細説明）

  午後 ２時４０分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

議案第９１号 令和６年度若桜町一般会計補

正予算（第６号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

賛成討論ですか、反対討論ですか。

原案に反対の方の発言を許します。８番、

中尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は議案第９１号に反対です。その箇所は、

款１議会費、項１議会費中、議員期末手当２

５万４千円です。

１２月２２日、日本海新聞社説は、介護業

界の２０２５年問題における介護人材の不足

について論及しています。

介護の必要な人に対して、公平公正に社会

全体で支えようとする目的で、２０００年か

ら始まった介護保険制度ですが、保険あって

介護なしと言われ続けています。

この仕組みに責任を持つべき国の国庫負担

割合が変わらず、その一方で、要介護事業の

増大に対応できず、保険料の引上げが余儀な

くされ、それを繰り返しています。

また、このたびの訪問介護報酬の引下げに

より、介護事業所の倒産が相次いでいますが、

長時間労働、低賃金で働く介護従事者の労働

条件の改善も低位のままです。

このような中、国の補正予算は、防衛費８

２６８億円を計上し、５年間で４３兆円の大

軍拡を推進しています。

一方で、介護保険料の１割から、２割負担

の検討、今後、後期高齢者の医療費完全２割

負担も俎上にのせられる可能性を否定できま

せん。

このように、国の福祉政策改善が図られな



い中で、止まらない物価高騰も加わり、国民

生活は苦しさが増しています。町民も同様で

あると考えます。

このたびの期末手当引上げは、国の人勧に

沿ったものとの説明ですが、昨年は０．１か

月を引上げ、今回、０．０５か月を引上げす

れば、２年連続の引上げとなります。

私は、議員報酬、期末手当は労働の対価で

はないと考えています。加えて、町民の暮ら

しが大変な中で、町民の感情にも思いをいた

し、今回の引上げには反対であり、本補正予

算に反対いたします。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

  午後 ２時４９分  休 憩

  午後 ２時５１分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

先ほど、中尾議員の方より反対討論があり

ましたが、修正か所があるということで私の

方で認めましたので、再度中尾議員の反対討

論を行います。

議員（中尾理明）

先ほどですね、今回０．０５か月引上げす

ればということで、ちょっと表現がこういう

ふうにしたのにはご理解ください。

しかしながら、これに先立つ全員協議会で

の話などもありまして、次のように修正させ

てもらいます。

今回の補正予算については、２５万４千円

が編成されておりまして、これについては、

議員報酬の０．０５月相当のものが想定され

た予算であるということで、それについては

私は認められないという、そういう討論を討

論として修正させてもらいます。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

  午後 ２時５３分  休 憩

  午後 ２時５４分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

ほかに討論はありませんか。

賛成討論ですか、反対討論ですか。

原案に反対の方の発言を許します。４番、

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

予算の総務費、一般管理費の特別職期末

手当の１７万２千円でありますが、説明にお

きましては、人事院勧告によりということで

ございました。

片やこれは、条例、補正予算の説明では

ありますが、住民税非課税世帯の給付金事業、

並びに物価高騰に係る生活困窮世帯支援事業

として、物価高騰により生活が困窮になって

いる。実質賃金は、マイナス２．５％という

報道をもされておる状況であります。

先ほどの給付金でございますが、これは

全世帯ではなく条件付、特定の方であります。

そういう状況の中にあって、今この時期の期

末手当については、すこし町民理解を得られ

るのが難しいのではないか。そう判断すると

ころであります。

よって反対をいたします。以上です。

議長（山根政彦）

暫時休憩いたします。

  午後 ２時５５分  休 憩



  午後 ２時５６分  再 開

議長（山根政彦）

休憩前に引き続き会議を再開いたします。

ほかに討論はありませんか。

賛成討論ですか、反対討論ですか。

原案に賛成の方の発言を許します。９番、

小林誠議員。

議員（小林誠）

あくまでもこれは詳細説明の中でもありま

したけれども、国の公務員についての一つの

決まりでしておるものであって、これまでか

らずっとそれを繰り返して、やってきており

ます。

上げるときもあるし下がるときもある。た

だ人事院勧告というものはそれぞれみんなが

尊重してきて、我々もそれについての反対な

り賛成はしてきたつもりでございます。

ここになって、あえてその反対をされる理

由が、もっとちゃんとした理由を言っていた

だきたい。

ただ、抽象的な考え方で、反対すればいい

やという程度の反対なら、いかがなものかな

と私は感じます。その辺を、私としては意見

を言わせてもらって、この予算について賛成

をしたいというふうに思っております。

議長（山根政彦）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって、討論を終結します。

議案第９１号を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立願います。

（起立多数）

起立多数と認めます。

したがって、議案第９１号は原案のとおり

可決されました。

議案第９２号 令和６年度若桜町介護保険事

業特別会計補正予算（第４号）を議題としま

す。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９２号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９２号は原案のとおり

可決されました。

議案第９３号 令和６年度若桜町簡易水道事

業会計補正予算（第４号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９３号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９３号は原案のとおり



可決されました。

議案第９４号 若桜町特別職の職員の給与及

び旅費に関する条例の一部改正について、を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

賛成討論ですか、反対討論ですか。

原案に反対の方の発言を許します。４番、

山本安雄議員。

議員（山本安雄）

先ほども一般会計のところで討論させてい

ただいたところであります。

人事院勧告も、非常に重たいものだという

ことは私も認識しております。ただ、５０人

以上の従業員で、全国約５万事業所のうちの

１万事業所、その中の調査ということであり

ます。

これが果たして我が町にどう当てはまるの

かなということも一つありますし、先ほどの

福祉保健課の補正予算に対する説明でもあり

ましたとおり、住民税非課税世帯給付金事業、

これによっては、約５００世帯、約３分の１

ですよね。そういう状況の中であります。こ

の条例については反対をいたします。

議長（山根政彦）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

これをもって、討論を終結します。

議案第９４号を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立願います。

（起立多数）

起立多数と認めます。

したがって、議案第９４号は原案のとおり

可決されました。

議案第９５号 若桜町職員の給与に関する条

例の一部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第９５号を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第９５号は原案のとおり

可決されました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

令和６年第７回若桜町議会臨時会を閉会い

たします。ご苦労さまでした。

   午後３時３分  閉 会


